
政策支援融資 

ＳＤＧｓ推進サポート資金要綱 

 

１ 目的 

  この融資制度は、京都市が取り組む政策のもと、環境負荷の低減や地域の活性化、ま

ちづくり等について事業の一環として取り組むなど、ＳＤＧｓの理念に基づく持続可能

な経営を実践する中小企業者等に対して、事業に必要な資金を長期・低利で融通するこ

とにより、未来志向でＳＤＧｓに取り組む中小企業者等の持続可能な経営を支援すると

ともに、ＳＤＧｓが世界共通認識となる現下における中小企業者等の地位向上を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 融資対象者 

  京都市内で事業を営む中小企業者（個人及び会社等をいう。）及び組合（中小企業等協

同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同

業組合及び同連合会等をいう。以下同じ）で、京都信用保証協会（以下「保証協会」と

いう。）の保証対象となり、きょうとＳＤＧｓネットワークにおいて定める各種制度（別

表１）の認定を受けたもの。 

 

３ 融資対象資金 

（１）運転資金 

（２）設備資金 

   

４ 融資条件 

（１）融資限度額 １企業２億円以内 

         うち運転資金は８，０００万円以内とする。 

         ただし、保証協会の保証利用可能額（普通保証）の範囲内とする。 

（２）融資利率  年１．１％（固定金利） 

（３）融資期間  １０年以内 

（４）返済方法  原則として元金均等月賦返済 

（必要により２年以内の据置期間を認める。） 

（５）保証人・担保 保証協会の保証付 

ア 担 保  保証協会の定めるところによる。 

イ 保証人  必要に応じて徴求することとする。 

ただし、法人代表者（組合の場合は代表理事）以外の連帯保証人 

は原則徴求しない。 

（６）信用保証料 別表２に掲げる保証料率とする。 

 

 

 

 



５ 取扱金融機関・受付場所 

  京都銀行 南都銀行 滋賀銀行 関西みらい銀行 池田泉州銀行 

京都信用金庫 京都中央信用金庫 近畿産業信用組合 京滋信用組合 

三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 商工組合中央金庫 

  

６ 融資の手続き 

（１）相談・受付 

   本制度による融資の相談及び受付機関は、取扱金融機関の本・支店とする。 

ただし、相談については、京都商工会議所及び保証協会においても対応することとし、

本制度の内容、申込資格、手続等を説明する。 

（２）提出書類 

融資の申込をしようとするものは、融資申込書（取扱金融機関所定）に次の書類を添

えて５の受付場所に提出しなければならない。 

ア 信用保証委託申込書（保証協会所定） 

イ 試算表等 

ウ 許認可等を必要とする事業を営むものにあっては、その許認可証等の写し 

エ 市民税の納税証明書 

オ 必要に応じ登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、定款の写し 

カ 別表３に掲げる書類 

  キ その他取扱金融機関又は保証協会が必要と認める書類 

 

７ 関係機関の事務処理 

（１）取扱金融機関の審査・保証依頼等 

   取扱金融機関は、融資の申込を受け付けたときは、提出書類の内容を審査し、融資 

ができるものについては、保証協会に保証依頼を行う。 

（２）保証協会の審査・信用付与 

   保証協会は、取扱金融機関から受け付けた保証依頼について保証の可否を審査し、

必要により取扱金融機関と協議し、保証ができるものについては、保証書を取扱金融機

関に送付する。 

（３）融資実行 

   取扱金融機関は、保証協会から送付された保証書に基づき、速やかに融資を実行する。 

 

８ その他 

（１）本制度の利用にあたっては、市民税の申告をし、かつ市税の滞納がないことを要件

とする。 

（２）京都市は、関係機関に対し、本制度の実施状況等についての調査・照会をすること

ができ、関係機関は京都市からの調査・照会に対して、回答するものとする。 

（３）本制度の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

 



附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表１ きょうとＳＤＧｓネットワークにおいて定める各種制度について（２関係） 

制度名 実施主体 

（１）これからの 1000年を紡ぐ企業認定 京都市 

 

 

別表２ 信用保証料について（４（６）関係） 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

信用保証

料率(％) 

無担保 1.60 1.45 1.30 1.10 0.90 0.80 0.65 0.45 0.30 

有担保 1.50 1.35 1.20 1.00 0.80 0.70 0.55 0.35 0.20 

 

 

別表３ 提出書類について（６（２） 関係） 

制度名 提出書類 

（１）これからの 1000 年を紡ぐ企業認定 

ア 「これからの 1000 年を紡ぐ企業認定」認定書 

イ 「これからの 1000 年を紡ぐ企業認定」に係る SDGs 

取組項目申告書（別紙様式１） 

ウ 「これからの 1000 年を紡ぐ企業認定」に係る事業

計画書（又は事業計画書に類するもの） 

 



（別紙様式１） 

 

ＳＤＧｓ推進サポート資金 

「これからの 1000年を紡ぐ企業認定」に係る SDGs取組項目申告書 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

住  所                    

法 人 名                    
代表者名                    
又は氏名                    

 

 

私は、ＳＤＧｓ推進サポート資金を利用するにあたり、事業の一環としてＳＤＧｓの達

成に向けた取組を実践していることを、下記のとおり宣誓いたします。 

 

１ ＳＤＧｓの取組項目について（複数選択可） 

ＳＤＧｓの取組について、１７の目標から該当するものにチェックしてください。 

 

  □ １（貧困をなくそう）      □ ２（飢餓をゼロに）  

□ ３（すべての人に健康と福祉を） □ ４（質の高い教育をみんなに） 

□ ５（ジェンダー平等を実現しよう）□ ６（安全な水とトイレを世界中に） 

□ ７（エネルギーをみんなに。そしてクリーンに） 

□ ８（働きがいも経済成長も）   □ ９（産業と技術革新の基盤をつくろう） 

□ 10（人や国の不平等をなくそう） □ 11（住み続けられるまちづくりを） 

□ 12（つくる責任、つかう責任）  □ 13（気候変動に具体的な対策を） 

□ 14（海の豊かさを守ろう）    □ 15（陸の豊かさも守ろう） 

□ 16（平和と公正をすべての人に）  

□ 17（パートナーシップで目標を達成しよう）         

 

２ 具体的な取組内容について 

以下のいずれかにチェックしてください。 

 

 □ 「これからの 1000年を紡ぐ企業認定」に係る事業計画書に記載のとおり 

 □ その他（                             ） 

 

 


